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資料１ 

１ 北⾕町コミュニティバス実証運⾏事業の現
状報告 

１－１ 事業目的 

（１）事業の背景 

 この事業では、北谷町の観光振興上の課題の一つとなっている、観光資源の周遊性の向上や、自動車

を利用できない交通弱者の移動手段である公共交通の維持・確保など、北谷町における移動利便性の向

上のため、コミュニティバスの実証運行を実施し、町の実態に即した公共交通について検討を行うもの

である。 

 

（２）コミュニティバス導入の基本方針 

①交通弱者等の生活の質の維持・向上 

 ・自家用車を運転できない交通弱者や、運転に不安がある方の日常生活及び社会生活に必要な移動手

段を確保することで、生活の質の維持・向上を目指す。 

 

②公共交通空白地域の改善・解消 

 ・どの地域に住む町民でも公共交通を通して外出できるよう、公共交通空白地域の改善・解消を図り

つつ、町民生活に密着した施設へのアクセスの充実を目指す。 

 

③観光客の移動の利便性・回遊性向上 

 ・便利で利用しやすい公共交通は、観光振興の基盤として重要であり、観光資源をつなぐコミュニテ

ィバスの導入によって観光客の移動の利便性・快適性の向上を目指す。 

 

④公共交通全体の活性化 

 ・コミュニティバスと路線バスとの共存・連携と役割分担により、面的な公共交通ネットワークを形

成し、町内の公共交通全体の活性化を促すことを目指す。  
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１－２ 実証運⾏ 

（１）運行計画の策定に向けての取組 

①町民・観光客・町内団体・関係機関アンケートの実施［Ｈ２６］ 

 

②コミュニティバス導入の基本方針の決定［Ｈ２６］ 

 

③運行条件の設定［Ｈ２６］ 

 ・利便性・快適性、効率性及び採算性を重視したサービス水準を設定 

 ・主要な商業施設、観光施設、医療機関及び公共公益施設を経由 

 ・路線バスと可能な限り重複しないルートを運行 

 ・公共交通のネットワークを形成するため路線バスと接続 

 ・利用者の信頼を損ねないよう定時性を確保 

 

（２）事業評価基準の設定［Ｈ２７］ 

 実証運行から本格運行へ移行する際の判断基準として定めたもの。収支率（※１）を観点とした量の

評価と、外出機会の増加等を観点とした質の評価の二段階で評価を行う。 

 〈第一段階・量の評価〉 

 ・１年間の収支率25％以上 

 （※平成29年度：７．３％、平成30年度：６．０％、令和元年度：８．１％） 

 〈第二段階・質の評価〉 

 ・高齢者の健康増進及び生きがいづくり効果（外出回数の増加、社会活動への行き易さ等） 

 ・観光地としての魅力向上効果（観光客数、観光施設等への回遊性等） 

 ・地域間交流の促進効果（運行サービス満足度、公共交通利用者数等） 

 

（３）見直し基準［Ｈ３０］ 

 事業評価基準の達成に向け、効率的な運行を行うため、利用状況に応じたルートの再編等を行う必要

がある事から設定・公表した基準のこと。 

 運行ダイヤ及びバス停の２つの観点で設定。 

①１便平均利用者数が２人未満のダイヤは廃止（対象）する。 

②１日平均乗降者数が１人未満のバス停は廃止（対象）する。ただし、路線上通過す 

るバス停は維持する。 

 

（４）運賃設定 

 ・一般利用者 ２００円 

 ・割引対象者 １００円 

 ・小学生未満   無料（ただし、保護者同乗に限る） 

   

  

割引対象者 

①障害者手帳所持者（身体・精神） 

療育手帳所持者 

②65 歳以上の高齢者 

③上記①、②の介助者 

④運転免許自主返納者 

⑤小学生 
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（５）実証期間の変遷 

 ①平成 27 年度時点 

・平成 29 年度～令和３年度まで（５年間）の実証運行を予定し、事業を進める。 

 

②平成 28 年度時点 

・財源となる一括交付金の調整の際に内閣府から実証期間の長さに対し指摘があり、平成 29 年度～

平成 31 年度まで［３年間］の実証として、実証運行を開始。  

  

 ③平成 30 年度時点 

・平成 30 年５月１日から、南北両コースの走路であった桑江 17 号線が道路工事により通行できず、

迂回ルートを余儀なくされたことから、「本格運行の可否等を判断するためのデータ収集が不十分

である」と判断し、令和３年度までの実証延長及び交付金活用に向けた調整を行う。 

 

 ④実証期間［最新時点］ 

 ・平成 29 年度～令和 3年度［５年間］ 

 

（６）実証運行にかかる財源 

 実証期間中の財源として、沖縄振興特別推進交付金（一括交付金）を活用し、実証運行を行っている。 

年度 事業費 交付金充当額 町負担額 

Ｈ26 8,331,570 円 6,200,000 円 2,131,570 円 

Ｈ27 5,968,000 円 4,700,000 円 1,268,000 円 

Ｈ28 3,598,180 円 2,800,000 円 798,180 円 

Ｈ29 34,668,160 円 26,300,000 円 8,368,160 円 

Ｈ30 35,487,640 円 26,500,000 円 8,987,640 円 

Ｒ1（Ｈ31） 33,061,960 円 24,696,000 円 8,365,960 円 

 

（７）実証運行の経緯・概要 

 ○北谷町コミュニティバス「Ｃ-ＢＵＳ」は、平成 29 年６月から交通弱者等の生活の質の維持・向上、

公共交通空白地域の改善・解消、観光客の移動の利便性・回遊性向上及び公共交通全体の活性化を

目的に、運行している。 

 ○運行事業者は実証運行開始当初から株式会社琉球バス交通が行っている。 

○運行開始以降、利用者の更なる利便性を図るため、平成 30 年５月１日に見直し第１弾、令和元 

年６月１日に見直し第２弾と２回のルート再編や、運賃体系の見直し等を行っている。 

○令和元年６月１日から北谷町コミュニティバスの現在位置情報等をスマホで確認できるバス予報

（バスロケーションシステム）を運用している。 
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（８）利用促進に向けた取組 

①回数券・無料乗継券の導入［Ｈ３０］ 

 ・平成 30 年５月１日のルート・ダイヤ変更時に回数券を導入。11 枚綴りを 10 枚の価格で販売。 

（※平成 30 年度販売実績：28 人・135,000 円、令和元年度販売実績：46 人・268,000 円） 

 ・平成 30 年５月１日のルート・ダイヤ変更時に無料乗継券を導入。令和元年度のルート・ダイヤ変

更時に乗継箇所を１カ所から３カ所へ増設。（北谷町観光情報センター前、北谷町役場、ちゃたん

ニライセンター） 

  （※南→北実績 平成 30 年度：100 回、令和元年度：74 回、 

    北→南実績 平成 30 年度： 86 回、令和元年度：66 回） 

 

②見直し基準の導入［Ｈ３０］ 

 ・１日平均乗降者数が１人未満のバス停は廃止（対象）する。ただし、路線上通過す 

るバス停は維持する。 

 ・１便平均利用者数が２人未満のダイヤは廃止（対象）する。 

 

③バスロケーションシステム（バス予報）の導入［Ｒ１］ 

 ・平成 31 年４月１日よりバスロケーションシステムを導入。リーフレットやバス停時刻表へ QR コー

ドを掲載。 

 ・インバウンドを含めた観光客の利用促進のため、令和元年５月１日より GTFS サービス導入。 

 

④利用促進策の実施［Ｒ１］ 

 ・上勢区老人クラブの定例会にて、高齢者マイ時刻表ワークショップを実施。 

 ・北谷町生涯学習まつりにブースを出展し、子供向け塗り絵コーナーを実施。塗り絵は車内展示中。 
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（９）過去実績一覧表 

 

  

 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ１年度 Ｒ２年度 

距離 81,100.9km 
北︓21.2km 
南︓22.1km 

107,343.2km 
5/1〜 
 北︓25.0km 
 南︓27.8km 

95,037.3km 
6/1〜 
 北︓22.5km 
 南︓22.8km 

92,593.2km 
北︓22.5km 
南︓22.8km 

便数 平⽇︓7 便 
休⽇︓6 便 

5/1〜 
平⽇︓6 便 
休⽇︓5 便 

6/1〜 
平⽇︓6 便 
休⽇︓5 便 

平⽇︓6 便 
休⽇︓5 便 

時間帯 7:00〜19:50 5/1〜 
 7:40〜20:50 

6/1〜 
 8:00〜17:48 

8:00〜17︓48 

停留所数 北︓42 
南︓48 

5/1〜 
北︓52 
南︓52 

6/1〜 
北︓58 
南︓53 

北︓58 
南︓53 

主な変更
内容 

 5/1〜 
・17 号工事に伴い迂

回ルートへ 
・起終点の変更 

6/1〜 
・17 号開通に伴いルー

ト変更 
・起終点を当初へ戻す 

 

改善点  回数券の販売 
無料乗継箇所の設定
（１カ所） 

無料乗継箇所の増設
（３カ所） 
バスロケシステム運用 

 

運⾏⽇数 280 ⽇ 
(台風により１⽇運休) 

359 ⽇ 
(台風により 1 ⽇運休) 

360 ⽇ 
(台風により１⽇運休) 

359 ⽇ 
(台風により１⽇運休) 

委託料 23,109,840 円 
(6/19〜3/31) 

31,158,000 円 28,431,920 円 22,234,300 円 
（4/1〜3/15） 

運賃 200 円 
(割引対象者 100 円) 

収⽀率 7.28% 5.97% 8.07% 9.05% 
(10/31 時点) 

利用者 12,819 人 14,237 人 18,206 人 8,931 人 
（10/31 時点） 
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１－３ 利用状況等実績報告［運⾏開始(Ｈ29.6.19)〜現在(Ｒ2.10.31)］ 
（1）利用実績 

 ①延利用者数及び日平均利用者数 

  ○北谷町コミュニティバス（C-BUS）の延利用者数は 54,189 人（北コース：26,793 人、南コース：

27,396 人）で、日平均利用者数は運行開始時が 45.9 人/日、見直し第１弾が 39.4 人/日、見直し

第２弾が 48.0 人/日と、運行本数は運行開始時と比較して減便したものの、令和元年６月以降の

見直し第２弾が最も多く、運行の効率化が図られている。 

  ○１便平均利用者数（＝乗車人数÷総運行回数）は平日、土日祝ともに運行開始時、見直し第１弾

と比べ、見直し弾２弾で増加しており、見直し第２弾では平日が 5.34 人/便、土日祝が 3.48 人/

便と平日の方が多い。 

  ○新型コロナウイルスによる影響により、令和２年４月・５月および８月の乗車実績は激減したも

のの、日平均利用者数 31.9 人/日、便平均利用者数平日 3.26 人/便、休日 1.89 人/便であり、緊

急事態宣言下でも継続した利用者がいることがわかる。 

 

    ■北谷町コミュニティバス（C-BUS）の１日平均利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    ■北谷町コミュニティバス（C-BUS）の１便平均利用者数の推移 
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  ②便別平均利用者数 

  ○北コースの便別平均利用者数は、運行開始時が 3.3 人/便、見直し第１弾が 3.5 人/便、見直し第

２弾が 3.9 人/便と増加傾向となっており、見直し第２弾では全てのダイヤで見直し基準（２人

未満のダイヤは廃止）を上回っている。 

   
    ■北コース・便別平均利用者数 

運
行
開
始
時 

 

 

 

 

 

 

 

 

見
直
し
第
１
弾 

 

 

 

 

 

 

 

 

見
直
し
第
２
弾 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

１便平均利用者数 3.9 人 

3.9 

5.1 

6.3 

4.1 

2.4 

1.1 

2.2 2.6 

4.2 

2.8 

1.4 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

第１便 第２便 第３便 第４便 第５便 第６便 第１便 第２便 第３便 第４便 第５便

平日 土日祝

（人/便）

(7:45) (12:55) (15:00) (17:00) (19:00)(9:40) (9:00) (10:55) (14:10) (16:15) (18:50)

0.8 

3.8 

5.5 
5.0 5.3 

3.6 

1.4 
0.9 

2.1 
3.1 

3.8 3.6 

2.1 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

第１便 第２便 第３便 第４便 第５便 第６便 第７便 第１便 第２便 第３便 第４便 第５便 第６便

平日 土日祝

（人/便）

(7:00) (12:00)(10:20) (15:05)(8:40) (16:45) (18:30) (7:30) (9:10) (10:55) (14:00) (16:05) (18:10)

１便平均利用者数 3.3 人 

１便平均利用者数 3.5 人 
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 ○南コースの便別平均利用者数は、運行開始時が 3.5 人/便、見直し第１弾が 3.5 人/便、見直し第２

弾が 4.0 人/便と増加傾向となっており、見直し第２弾では土日祝の第一便のみ見直し基準を下回

っている。 

 

    ■南コース・便別平均利用者数 

運
行
開
始
時 

 

 

 

 

 

 

 

 

見
直
し
第
１
弾 

 

 

 

 

 

 

 

 

見
直
し
第
２
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１便平均利用者数 4.0 人 

3.3 
3.9 

6.0 

4.0 
3.5 

1.0 

2.3 

3.5 3.5 
3.1 

1.3 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

第１便 第２便 第３便 第４便 第５便 第６便 第１便 第２便 第３便 第４便 第５便

平日 土日祝

（人/便）

(7:40) (12:30) (14:40) (16:50) (19:00)(9:45) (8:50) (10:55) (13:30) (16:10) (18:55)

1.2 

3.2 
4.0 

6.3 
5.3 5.5 

2.2 

0.5 

2.5 
3.4 3.1 

2.4 2.0 

0.0

1.0
2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

第１便 第２便 第３便 第４便 第５便 第６便 第７便 第１便 第２便 第３便 第４便 第５便 第６便

平日 土日祝

（人/便）

(7:00) (12:15) (14:25) (16:10) (17:55)(10:30)(8:45) (7:30) (9:15) (11:00) (13:10) (15:15) (17:25)

１便平均利用者数 3.5 人 

１便平均利用者数 3.5 人 
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 ③バス停別１日平均乗降者数 

  ○見直し第２弾以降（令和元年６月～）のバス停別１日平均乗降者数は、サンエーハンビータウン、

美浜アメリカンビレッジ南口、北谷町役場、ちゃたん二ライセンター、美浜区公民館前及び北谷

町老人福祉センターの順に多い。 

  ○１日平均乗降者数は全バス停（52 箇所）のうち、23 箇所で見直し基準（１日平均乗降者数が１

人未満のバス停は廃止）を下回っており、令和２年２月時点より３カ所（上勢頭、北谷小学校入

口、ザ・ビーチタワー入口）増加している。 

 

    ■バス停別１日平均乗降者数（令和元年６月～令和２年１０月分の１７ヶ月平均） 

 

  

  

※１日平均乗降者数は乗車数と降車数の合計 

一日平均利用者数１．０人 



- 10 - 
 

（参考）バス停別１日平均乗降者数（平成 29 年６月 19 日～令和元年５月 31 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.16 

7.89 

6.88 

6.42 

5.93 

4.18 

3.91 

2.66 

2.57 

2.45 

2.32 

2.16 

2.06 

1.86 

1.61 

1.54 

1.29 

1.21 

1.17 

1.14 

1.06 

1.00 

0.97 

0.95 

0.95 

0.90 

0.87 

0.86 

0.79 

0.78 

0.77 

0.70 

0.70 

0.69 

0.66 

0.64 

0.63 

0.61 

0.58 

0.53 

0.51 

0.50 

0.49 

0.47 

0.43 

0.42 

0.38 

0.35 

0.31 

0.30 

0.23 

0.13 

0.05 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

北谷町観光情報センター前

サンエーハンビータウン

北谷町役場

美浜アメリカンビレッジ南口

ちゃたんニライセンター

ジミー北谷店前

北谷町老人福祉センター

ユニオン北谷店

町営栄口団地入口

美浜区公民館前

町営住宅前

桑江区公民館前

北谷高校前

北前区公民館

宮城屋外運動場前

ホースガー前

桑江交差点

団地入口

かねひで美浜店前

北谷一丁目

謝苅原

浜川小学校前

保健相談センター

桑江

桃原入口

ザ・ビーチタワー沖縄

北玉区公民館入口

やびく産婦人科・小児科前

砂辺区公民館

上樋川

見嘉作

上勢前入口

北谷公園

アラハビーチ

ニライ橋

北玉区遊び場

うみんちゅワーフ前

北谷小学校入口

桑江中学校前

第一伊平

浜川

伊礼原公園前

ベッセルホテルカンパーナ沖縄

北玉小学校入口

第二伊平

玉上東

謝苅公園

上勢区公民館前

高宮城アパート前

桑江中学校入口

上勢頭北公園

ヒルトン沖縄北谷リゾート

ヒルトン沖縄北谷西口

（人/日）

一日平均利用者数１．０人 
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資料２ 

２ 本格運⾏に向けた公共交通施策の検討 
本格運⾏に向けた検討の考え方 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北 谷 町 コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 導 入 事 業 

●外出機会の向上 

平成 30 年度：47.4％ 

令和元年度：66.7％ 

●利便性の向上 

平成 30 年度：49.5％ 

令和元年度：57.5％ 

●見直し基準の設定（運行経

費の削減） 

①１便平均利用者数が２人未

満のダイヤは廃止（対象）

する。 

②１日平均乗降者数が１人未

満のバス停は廃止（対象）

する。ただし、路線上通過

するバス停は維持する。 

●利便性の更なる向上 

・２度のルート変更 

・回数券、乗継券の導入 

・バスロケシステムの導入 

●利用促進の取組 

・利用しない理由の顕在化 

・移動ニーズの把握 

・利用促進策の実施 

見
直
し
・検
討 

●量の評価 

・１年間の収支率２５％ 

（運賃収入÷運行経費） 

●質の評価 

・高齢者の健康増進及び生きが

いづくり効果 

・観光地としての魅力向上効果 

・地域間交流の促進効果 

●未達成 

平成 29 年度：７．３％ 

平成 30 年度：６．０％ 

令和元年度：８．１％ 

評

価

基

準 

現

状 

運 行 計 画 の 見 直 し ・ 検 討 
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見
直
し
の
結
果 

●運行経費、運賃収入（試算） 

・見直し基準に基づき「バス停」

や「便」を廃止しても、運行

時間を縮小しない限り、運行

経費の大きな削減が見込め

ない。 

●利便性 

・元々の利用者の向上は見られ

るが、新たな利用者の創出に

よる収支率の改善には至っ

ていない。 

●対応できていないニーズ 

・運行本数の増便 

・逆向きルートの新設 

・新たなバス停の追加 

本 格 運 行 へ 向 け た 課 題 の 確 認 

●運行経費 

・持続的な運行に向けた経費の

削減 

●収入額の増加 

・利便性の向上による新たな利

用者の創出 

・新たな収入方法の検討 

●利用しない理由への対応 

・時刻表やルートがわからない 

・利用したい時刻にバスが走っ

ていない 

●移動ニーズへの対応 

・運行本数の増便 

・目的地へ向かう運行 

現

在

の

課

題 

現 行 の バ ス 事 業 で は 課 題 を 解 消 で き な い 

新 た な 運 行 形 態 の 検 討 

経

費

増

大 



平成30年発行　一般財団法人トヨタ・モビリティ基金「みんなで作る地域に合った移動の仕組み」を基に一部を編集し、作成。  

運営主体 運行主体

路線定
期運行

路線バス（民営・公営）
事業者を実施主体として運行

コミュニティバス
市町村が企画運営しバス会
社に運行委託

路線不
定期運
行

区域運
行

１１人以上 中型２種免許

１０人以下 普通２種免許

限定
（社員等）

規制なし
普通２種免許
※使用車両の定
員による

不特定 市町村
市町村、バス・タク
シー事業者、ＮＰＯ
等も可

１種免許でも可
（要認定講習）

限定
（会員等）

ＮＰＯ等 ＮＰＯ等
１種免許でも可
（要認定講習）

限定
（要介護者等）

市町村
市町村、バス・タク
シー事業者、ＮＰＯ
等も可

１種免許でも可
（要認定講習）

限定
（要介護者等）

ＮＰＯ等 ＮＰＯ等
１種免許でも可
（要認定講習）

災害のため緊急を
要するときのみ

― 定め無し 定め無し 定め無し

公共の福祉を確保
するためやむを得
ない場合

― 限定
介護事業所、
学校等

介護事業所、学校
等。運行委託も可

無
償

許可・登録等が不
要

―
無償
（燃料等実費
可）（謝礼可）

白 不特定 誰でも 誰でも 規制なし １種免許でも可

法律上の呼び方

一般旅客自
動車運送事
業

特定旅客自動車運送事業

自家用有償
旅客運送

通
常
の
有
償
運
送

バスやタクシー

特
例
で
の
有
償
運
送

対象地域が交通
空白地のみ

利用対象者が要
介護者等のみ

―

市町村運営有償運
送・交通空白輸送

公共交通空白地有償
運送

市町村運営有償運
送・市町村福祉輸送

福祉有償運送

無償バス
事業者・市町村等が行う無料（シャトル）バス等

市町村運営有償運送
白ナンバーのコミュニティバス・乗合ワゴン・個別輸送

有償
（原価程度）

バス・タクシー
事業者など

バス・タクシー事業
者など

緑

不特定

バス・タクシー
事業者、市町
村、地域組織
など

白

規制なし

普通２種免許

※使用車両に
よっては中型２種
免許

有償
（原価＋利益）

運行路線は固定し、運行ダイヤを不定期または需要のあっ
たタイミングのみ運行

観光バス等の貸切バス

タクシー

スクールバス、企業の送迎バス
同じ目的地に行く一定の範囲の人だけを乗せる

有償

ＮＰＯ等による住民の送迎サービス
相乗り・個別輸送、路線・路線無しなど様々

自治体による障碍者や要介護者の送迎サービス
福祉車両や一般車両を使用し相乗りも可、社会福祉協議会
への委託が多い

ＮＰＯ等による障がい者や高齢者等の送迎サービス
福祉車両や一般車両を使用し、基本は個別輸送

被災地で送迎した団体等に対し、市町村が費用補てんする
場合などの許可

ヘルパーによる通院等の送迎、スクールバス

条件

実施主体
ナン
バー

運転免許運送対象運送料

自
走

車両定員

デマンド交通
小型車両による乗合運行などの乗合タクシー

一般乗合
旅客自動
車運送事
業

一般貸切旅客自動車
運送事業

１種免許でも可

マイカー・カーシェアリングで自走または同乗
運送ではない（自分で運転）

許可・登録等が不
要

―

―

規制なし

一般乗用旅客自動車
運送事業

レンタカー・カーシェアリングで自走または同乗

概要と典型例
資料３
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資料４ 
コミュニティバス 

○概要 

 

 

○根拠法令 

 

 

○必要な措置・手続き 

 

 

○参考経費（令和元年度はうるう年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現行のコミュニティバス事業のこと。正式には「一般乗合旅客自動車運送事業」。 

道路運送法第４条 

地域公共交通会議での合意により、運行可能。 

●運行経費 

平成２９年度（６月１９日～３月３１日）：２３，１０９，８４０円（随契）（82,241 円/日） 

平成３０年度（４月 １日～３月３１日）：３１，１５８，０００円（随契）（86,550 円/日） 

令和元年度 （４月 １日～３月３１日）：２８，４３１，９２０円（随契）（78,758 円/日） 

令和２年度 （４月 １日～３月１５日）：２２，２３４，３００円（入札）（64,634 円/日） 

 

●運賃収入 

平成２９年度（６月１９日～３月３１日）：１，６８３，５８８円（７．３％）（5,991 円/日） 

平成３０年度（４月 １日～３月３１日）：１，８５９，８３０円（６．９％）（5,166 円/日） 

令和元年度 （４月 １日～３月３１日）：２，２９４，５７７円（８．１％）（6,356 円/日） 

令和２年度 （４月 １日～８月３１日）：  ８０５，４０８円（８．７％）（5,264 円/日） 

 

●日毎収支額 

平成２９年度（６月１９日～３月３１日）：△７６，２５０円/日 

平成３０年度（４月 １日～３月３１日）：△８１，３８４円/日 

令和元年度 （４月 １日～３月３１日）：△７２，４０２円/日 

令和２年度 （４月 １日～８月３１日）：△５９，３７０円/日 

 

●その他必要経費 

車両リース契約（５年リース）：１９，７３１，６００円 

リーフレット印刷業務（過去３回実施 平均）：１，０６０，０２０円 

バス停移設業務（５カ所）：８７，４８０円 
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○メリット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○デメリット 

 

 

 

 

 

 

 

○その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●収支率が低く、評価基準を満たしていないため、本格運行とするための説明が必要である。 

 

●運行にかかるランニングコストが高額である。 

 

●いずれルートの延伸やダイヤの増便が求められることが予想されるため、運行経費が増大す

る恐れがある。 

●現状のコミュニティバス事業の維持であるため、利用者への影響は全くない。 

 

●実績データから、利用者が増加傾向であり、住民生活への定着が見られることから、今後の

運賃収益増が考えられる。 

 

●車内・外広告や協賛金等、運賃以外の収入に制限が無いため、取り組み次第では収益増によ

る収支率の改善が考えられる。 

 

●質の評価の観点から、住民生活の質の向上に寄与しており、収支率とは別の経済効果が考え

られる。 

他市町村における経費／収入／収支率 

●沖縄市 

平成２８年度：３，５０６万円／  ６２７万円／１７．９％ 

平成２９年度：３，９５５万円／  ６５１万円／１６．５％ 

平成３０年度：４，０８８万円／  ６０４万円／１４．８％ 

令和元年度 ：４，１５４万円／１，３８７万円／３３．９％ 

 

●読谷村 

平成２９年度：２，０５０万円／２６８万円／１３．１％ 

平成３０年度：２，０５０万円／３２４万円／１５．８％ 

令和元年度 ：２，１００万円／３２５万円／１５．５％ 
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デマンド交通 

○概要 

 

 

 

 

 

 

  

事前予約制乗合タクシー（バス）のこと。事前予約によって、利用者及び乗降地点を登録し、

より効率的なルートで運行する。 

必要経費については、現時点で想定される運行制度を基に試算。想定される運行制度は以下の

通り。 

４、出発ダイヤについて 

○予約が入り次第運行する非固定ダイヤとする。 

ダイヤを固定せず、「○時頃乗車したい」という予約に応じ運行する。タクシーとの差異化とし

て、事前予約により運行ルートや利用者を事前に確定させる。先着順に予約を受け付け、乗合

が可能な場合は予約が決定し、難しい場合は次に乗車可能な時間を希望者へ知らせる。 

出発時刻が固定されており、「第○便に乗る」という乗車便を予約する固定ダイヤという方法も

あるが、乗車時間、到着時間は指定できない。 

※県内導入事例 

固 定：南城市（運行中）、中城村（廃止） 

非固定：真和志地域（運行中）、糸満市（運行中）、三重県玉城町（運行中） 

２、利用者登録の有無 

○予約の前に、名前・性別・年齢・住所等の登録を必要とする。 

ただし、観光客の利用を促進するため、観光客については利用者登録を不要とする。（南城市と

同様） 

利用者登録を必要にすることで、効果検証や利用者属性の分析、実利用者数の把握ができ、効

果検証等が容易となり、得られた情報を分析・活用することで他の事業に活用できる。 

１、予約方法 

○電話による予約のみを想定。 

専用回線を開設し、電話のみで事前予約を受け付ける。電話による予約のため、専用オペレー

ターが必要となり人件費がかかる。 

なお、オペレーターは電話受付時に、別途導入する専用システムへ利用希望時間・乗車場所・

降車場所の入力までを行い、運行ルートはシステムにより決定する。 

３、乗降地点の制限 

○停留所での乗降を基本とする。 

定められた停留所での乗降のみとなるが、一般的には路線バス事業よりも短い間隔で停留所を

設置している。（設置数について、糸満市は 164 カ所、三重県玉城町は 194 カ所） 

ドア to ドアでの運行を行っている市町村も多いが、車両が通れないような幅員の狭い場所もあ

り、利便性は高いが、停留所の場合よりも運行時間が増大することがある。 

５、運賃について 

○乗降をどちらも町内に制限したエリア内統一運賃とする。 

一回当たりの利用に対し運賃を２００円としたい。県内事例だとほとんどが３００円。南城市

は５００円。 

糸満市は乗降間の距離で運賃設定しており、３００円～６００円。 
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○根拠法令 

 

 

○必要な措置・手続き 

 

 

 

 

○参考経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中城村（７時～１７時、タクシー車両２台、ドア to ドア、固定ダイヤ、統一運賃３００円） 

●初期費用 

無し。（システム導入せず。車両もタクシー車両使用） 

 

●継続経費 

１１，６０３，０００円 

※運賃収入を差し引き済み 

運行委託：１１，６０３，０００円 

 

●運賃収入（参考値） 

H 2 7 . 8～ 1 2：  ６９０，０００円 

H28.4～H29.3：１，４７１，０００円 

道路運送法第４条 または 道路運送法第２１条（実証運行の場合のみ） 

地域公共交通会議の合意の上、事業計画変更の手続きが必要となる。 

事業者選定の際には、タクシー会社またはバス事業者を中心にプロポーザル選定が好ましいと

考えられる。（オペレーターの配置、実績、運行ノウハウ等） 

導入時は制度理解のため、メインの利用者への説明方法を十分に検討する必要がある。 

南城市（８時～２０時、セダン４台、ドア to ドア、固定ダイヤ、統一運賃） 

●初期費用 

２８，５９０，０００円 

車 両 購 入 費：２，９１４，０００（ワゴン車３台） 

予約システム導入費：８，０３３，０００円 

そ の 他 経 費：１７，６４３，０００円 

 

●継続経費 

４３，００７，６３１円（収支率見込み：１６．７％） 

①回 線 使 用 料：４８０，０００円 

②車載器システム使用料：７９，２００円 

③運 行 業 務：３２，３０５，１９９円 

④オ ペ レ ー タ ー 業 務：８，３８６，７５２円 

⑤シ ス テ ム 保 守：８３２，４８０円 

⑥クラウドシステム使用料：９２４，０００円 

※運賃見込み：７，２００，０００円 

※運賃見込み額を差し引いた３５，８０７，６３１円で契約 

 

●運行事業者選定方法 

運賃無料実証中はシルバー人材センターがオペレート業務から運行まで受託。 

有料化の際に、プロポーザルにて現在の鏡原第一交通（タクシー会社）を選定。 
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Ａ社試算（８時～１８時、車両定員１０人以下３台、停留所、固定ダイヤ、統一運賃） 

 

●継続経費 

６８，５００，８００円 

①ドライバー人件費（２名）：６２，３８０，８００円 

（ジャンボタクシー貸切料金 ８６，６４０円/台・日×２台×３６０日） 

②オペレーター費用：６，１２０，０００円 

 （オペレーター費 １７，０００円/人・日×３６０日×１人） 

システム費用（一者の見積） 

●初期導入費 

１，１００，０００円 

①システム環境構築：約５００，０００円 

②初期操作説明派遣：約５００，０００円 

③消費税：１００，０００ 

 

●継続費用 

１，００８，４８０円 

①システム使用料：５７６，０００円（４８，０００円/月×１２月） 

  （システム使用料、保守料） 

②ハードウェア費用：３４０，８００円 

  （車載タブレット本機 10,200 円/月×１２月×２機、予備機 8,000 円/月×１２月×１機） 

③消 費 税：９１，６８０円 

Ｂ社試算（８時～１８時、車両定員１０人以下３台、停留所、固定ダイヤ、統一運賃） 

 

●継続経費 

３０，９８３，５１７円 

①直接人件費：２１，８４２，４６２円 

（乗務員４名、運行管理者２名、整備管理者１名、オペレーター３名） 

②運 送 費：３，７６３，７５０円 

  （燃料費、保険料、車両清掃費、車庫占用料） 

③一般管理費：２，５６０，６２１円 

④消 費 税：２，８１６，６８３円 

車両にかかる費用 

●車両買取費用（琉球リース）（１２月でリース終了し買い取ると仮定） 

６，２４４，５６０円 

（２，０８１，５２０/台×３台） 

 

●車両改造費用：琉球日産（ディーラー）へ見積もり依頼中。 
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（※参考） 

現行車両を使用せず、タクシー会社の車両を使用した場合の試算 

  

Ａ社試算（８時～１８時、車両定員１０人以下３台、停留所、固定ダイヤ、統一運賃） 

 

●継続経費 

４０，３３４，４００円 

①ドライバー人件費（２名）：３４，２１４，４００円 

（ジャンボタクシー貸切料金 ４７，５２０円/台・日×２台×３６０日） 

②オペレーター費用：６，１２０，０００円 

 （オペレーター費 １７，０００円/人・日×３６０日×１人） 

Ｂ社試算（８時～１８時、車両定員１０人以下３台、停留所、固定ダイヤ、統一運賃） 

 

●継続経費 

４９，１２８，９７９円 

①送迎費：３２，４００，０００円 

（乗務員４名、燃料費、保険料） 

②人件費：８，２０２，４６２円 

  （運行管理者２名、整備管理者１名、配車オペレーター３名） 

③一般管理費：４，０６０，２４６円 

④消 費 税：４，４６６，２７１円 

Ｃ社試算（８時～１８時、車両定員１０人以下３台、停留所、固定ダイヤ、統一運賃） 

 

●継続経費 

２３，８８９，６００円 

①ドライバー人件費：１７，０６４，０００円 

  （２人貸切 ２３，７００円/台・日×２台×３６０日） 

②ドライバー交通費：１６５，６００円 

（回送費 ８２，８００円×２人） 

③オペレーター人件費：２，８８０，０００円 

  （オペレーター ８，０００円/日×３６０日） 

④運行管理費：３，７８０，０００円 

  （運行管理者人件費：１０，５００円/日×３６０日） 

 

※ただし、金土・祝日の前日は１７時までの運行となる。 



 

- 22 - 
 

○メリット 

 

 

 

 

 

 

 

○デメリット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○その他 

 

 

 

 

 

 

  

●これまで満足度が低かった運行本数・運行時間帯・運行ルートが改善され、利便性の向上が

見込まれる。 

 

●事前予約に応じ需要のあるルートを運行するため、本格運行へ向けた課題（利用したい時刻

にバスが走っていない、運行本数の増便、目的地へ向かう運行）へ対応できる。 

 

●個別の需要に応じた運行ができるため、運行満足度は高くなると考えられる。 

●現在よりも運行経費が高くなりやすく、収支率２５％を達成するためには、仮に運賃を２０

０円とした場合、Ｂ社の経費で試算した場合、年間３９，０００人（累計）の利用が必要とな

る。 

 （一日当たり）３９，０００÷３６０日＝１０９人 

 （一便当たり）１０９人÷１８便＝６．１人（２台、一日９便） 

 

※運賃を３００円とした場合 

 （必要利用数）２５，９００人 

 （一日当たり）２５，９００÷３６０日＝７２人 

 （一便当たり）７２人÷１８便＝４．０人 

 

●目的地に直行するわけではなく、他の利用者の目的地を経由しながら最短経路を運行するた

め、到着時刻を指定できない。（タクシーとの差異化のためでもある） 

●導入時はデマンド交通の概要を理解してもらうための説明会やチラシ等の配布が必要とな

る。 

 

●実証運行の場合、貸切事業者（観光バス、タクシー）も運行可能である（道路運送法第２１

条）が、本格運行の場合、乗合事業であるため乗合事業者（路線バス）へ委託するか、貸切事

業者（観光バス、タクシー）に乗合事業認可を取得してもらう必要がある。 



 

- 23 - 
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市町村運営有償運送 

○概要 

 

 

 

 

 

○根拠法令 

 

 

○必要な措置・手続き 

 

 

 

 

○参考経費（車両定員を１０人以下に改造し、普通免許で運行できるとした場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●Ｄ社試算（８時～１８時、車両定員１０人以下３台） 

※現行車両２台での運行 

※国道から西側は南北に路線バス、東側はデマンド交通 

２１，９３３，４５０円：想定収支率１１．８％ 

 人 件 費：１６，８００，０００円 

（乗務員３人、管理権代務者１人） 

 予約受付業務：２，１９０，０００円 

（オペレーター業務人件費等） 

 一 般管理費：９４９，５００円 

（５％で算定） 

 消 費 税 額：１，９９３，９５０円 

 

※燃料費、保険料、車両整備費については、別途町負担。 

 

車両にかかる費用 

●車両買取費用（琉球リース）（１２月でリース終了し買い取ると仮定） 

６，２４４，５６０円 

（２，０８１，５２０/台×３台） 

 

●車両改造費用：琉球日産（ディーラー）へ見積もり依頼中 

自家用車（白ナンバー）で行う路線バス事業。法的に認められた白タクのバス版。 

運行主体も、ＮＰＯ法人、一般社団法人、社会福祉法人、商工会など多く認められる。 

その他の点はコミュニティバスとほぼ同様。 

実際に運行する際には、車両定員を１０人以下に改造し、普通免許で運行できるようにしなけ

ればメリットがほとんど無い。 

道路運送法第７８条。ただし乗合事業者及び貸切事業者が対応できない場合に限る。 

地域公共交通会議での合意を得た上で、大臣認可（認可機関：沖縄総合事務局）が必要。認可

は３年ごとに更新の必要がある。 

車両の改造を行う場合は、陸運事務所へ改造申請を行い、「定員１０人・自家用」の車検証を新

たに発行してもらう必要がある。 
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○メリット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○デメリット 

 

 

 

 

 

 

 

 

○その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●現在のコミュニティバスとほとんど運行形態が変わらないため、利用者への影響がほとんど

無い。 

 

●乗車定員１０人以下であれば大型免許が不要となり、路線バス事業者に限らず、タクシー事

業者も運行ができるため、現在よりも委託先が拡がることから、運行委託費が減少する可能性

がある。なお、業者選定の際には、プロポーザルが適していると考えられる。 

 

●コミュニティバス同様、車内・外広告や協賛金等、運賃以外の収入に制限が無いため、取り

組み次第では収益増による収支率の改善が考えられる。 

 

●今後、需要が増えた際は、車両を変更することで輸送量を上げることができる。ただし、中

型免許以上が必要となる。 

●車両定員を１０以下にしなければメリットがほとんどないため、車両の改造が必要となる。 

 

●現在のコミュニティバスの運行とほとんど差が無いため、人件費以外の経費削減が見込めな

い。 

 

●運行主体が運行責任を負うため、事故対応後のトラブル発生時の対応は委託できない。 

 

●乗合事業者以外へ委託しなければ、自家用有償運送を行うメリットが無い。 

●交通事業者では町の求める公共交通施策に対応できない、という状況下で無ければ検討でき

ない。 

 

●本島内で定期路線型の自家用有償運送を行っているケースが無いため、参考となる先行事例

が少ない。 

 

●路線バス事業との差異は「大型免許が不要」であることのみなので、人件費の縮小が難しい

場合、現在のコミュニティバスとの差がほとんど無い。 

 

●地域公共交通会議にて、交通事業者からの合意を得る必要がある。 
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無償バス 

○概要 

 

 

 

 

 

○根拠法令 

 

 

○必要な措置・手続き 

 

 

 

 

○参考経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

運賃を取らず、住民福祉を目的に運行する路線バス事業。そのため、道路運送法の規制対象外

となる。 

運転手の必要資格から二種免許が除外されるため、交通事業者以外にも委託が可能となる。 

車両定員を１０人以下にすれば、普通免許のみで運転できる。 

特になし。 

運行形態は現行と変わらないため、参入事業者が多くなることから競争による経費削減が見込

まれる。 

 

●コミュニティバス実績 

平成３０年度（４月１日～３月３１日）：３１，１５８，０００円（随契）（86,791 円/日） 

令和元年度 （４月１日～３月３１日）：２８，４３１，９２０円（随契）（78,758 円/日） 

令和２年度 （４月１日～３月１５日）：２２，２３４，３００円（入札）（63,708 円/日） 

 

●Ｅ社 

４月１日～３月３１日（３６５日）：２７，６２２，９８０円（75,679 円/日） 

 

●Ｆ社 

７月１日～３月１５日（２５３日）：１０，８３９，９６０円（42,845 円/日） 

４月１日～３月３１日（３６５日）：１８，６２２，５３８円（51,020 円/日） 

 

地域公共交通会議にて、交通事業者からの合意を取った上で、一般乗合旅客運送事業としての

路線廃止の手続きを行う必要がある。 

法的な規制は無いが、既存事業者への影響を考慮し、理解を得るべきである。 
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○メリット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○デメリット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○その他 

 

 

 

●現行の運行形態から変わらないため、質の評価における課題への対応ができないことから、

質の改善に繋がらない。 

 

●運行経費に充当されるような収入方法を作ってはならないため、広告収入や協賛金等を得る

ことができない。 

 

●需要が増加した場合の増便やルート拡大等の対応が全て公費負担となるため、増加費用は町

一般会計の負担となる。 

 

●受益者負担が０となるため、非利用者への説明が必要となる。 

 

●法律上の車両整備に関する規制は無いものの、市町村が運営するバスとして「輸送の安全や

利用者の保護のための措置が確保されているとの期待感を利用者一般が有している」と考え、

車両整備を行った方が良い。 

 

●町内各種祭りの際のルート変更やダイヤ増便など、柔軟に対応を行うことができる。 

●道路運送法の規制から外れるため、運行方法や運行形態等について、市町村の自由に決定す

ることができる。ただし、既存事業者への影響を考慮し、理解を得るべきである。 

 

●路線バス事業者以外にも運行委託が可能となるため、観光バス事業者への委託や、タクシー

会社（車両定員１０人以下の場合）への委託も可能となることから、競争による経費削減が考

えられる。 

 

●公共交通利用における費用負担軽減から利用促進に繋がりやすく、公共交通の活性化が図ら

れる。 


